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一 般 会 計 

歳入決算額
711,392,448
100.0%

歳出決算額
698,775,299
100.0%

�議会費（0.1%） 
　575,870

山城町　　　56,089,000円 
木津町　　　94,244,000円 
加茂町　　　46,583,000円 
笠置町　　　23,954,000円 

和束町　　　39,895,000円 
精華町　　　81,191,000円 
南山城村　　26,105,000円 
公債費分担金　135,930,000円 

�総務費（5.0%） 
　35,356,042

�衛生費（58.1%） 
　405,835,635

�公債費（36.8%） 
　257,007,752

�分担金及び負担金（70.8%） 
　503,991,000

�諸収入（0.1%） 
　263,727

�繰越金（2.4%） 
　16,941,833

�使用料及び 
　手数料（26.7%） 
　190,195,888

大谷処理場運転維持管理委託料 233,466,450円
し尿くみ取り収集運搬業務委託料（６業者） 169,287,285円
清掃総務費ほか 3,081,900円

単位：円 

相楽会館�

大谷処理場�

相楽郡広域事務組合
代表理事 木 村　要
（精華町長）

平成18年第2回相楽郡広域事務組合議会定例会が、12月1日に相楽会館会議室において会期1日間で開催され
ました。
今定例会では、平成17年度の一般会計歳入歳出決算認定の件など次の4件の議案が上程され、いずれも慎

重な審議の末、原案のとおり認定、可決又は同意されました。
○平成17年度相楽郡広域事務組合一般会計歳入歳出決算認定について〔認定〕
○平成17年度相楽地区ふるさと市町村圏振興事業特別会計歳入歳出決算認定について〔認定〕
○京都府市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少及び京都府市町村職員退職手当組合規約の変更に
ついて〔可決〕
○相楽郡広域事務組合公平委員会委員の選任について〔同意〕
・駒　重則氏（木津町）が選任されました。任期は4年です：（H18.12.19～H22.12.18）

平成17年度決算報告 平成17年度決算報告 平成17年度決算報告 
相楽郡広域事務組合 

定例議会が開催されました 定例議会が開催されました 定例議会が開催されました 
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相楽地区ふるさと市町村圏振興事業特別会計 

歳入決算額
3,466,044
100.0%

歳出決算額
3,444,326
100.0%

�広域的事業推進費（17.4%） 
　599,513 �振興総務費 

　（18.5%） 
　637,608

�事業推進費（38.3%）
　1,317,330  

�事業費（25.8%） 
　889,875

�財産収入�
　（36.6%） 
　1,267,669

�諸収入（0.6%） 
　22,019

�繰越金（3.2%） 
　110,356

�繰入金（59.6%） 
　2,066,000

単位：円 

特別会計の主な事業�
�第12期　相楽ふるさと塾
　一般公募により20人の受講生（修了生20人）
　年間９回の研修講座の開講
�第13回相楽の文化を創るつどい
　平成18年２月５日�開催。山城町総合文化センター「アスピアやましろ」
　郡内の文化サークル発表会（12団体、308人出演、延べ600人入場）

�広域圏だより「だい好き！そうらく」の発行�
　年３回発行　41,000部×３回（全戸配布）
�ホームページ管理運営�
　相楽郡広域事務組合ホームページ�
　http://www.souraku-kyoto.or.jp

ホームページ管理運営�
広域圏だより�

「だい好き！そうらく」�
広域圏だより�

「だい好き！そうらく」�

第13回相楽の文化を創る�
つどい�

相楽ふるさと塾（第12期）�

●平成17年度　相楽郡広域事務組合業務実績● 

3．町村別・年度別し尿・浄化槽汚泥搬入量 

2．平成17年度町村別し尿・浄化槽汚泥搬入量 

山城町 
0

1,000

木津町 加茂町 笠置町 和束町 精華町 南山城村 

（�）�

（�）�

（�）�
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浄化槽汚泥 
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770 50 海洋投入処分 
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1．相楽会館利用実績 
区分 

年度 件数（件） 人員（人） 収入金額（円） 

H13

H14

H15

H16

H17

334

322

308

305

279

10,902

10,334

9,339

9,134

6,621

1,052,680

886,590

1,051,850

872,950

750,900

し尿 浄化槽汚泥 

3,863

2,586

1,207

2,047

3,309

1,204

2,847

4,627

6,981

3,410

1,759

3,083

5,557

2,013

1,780

3,118

824

552

1,036

2,248

809

1,780

3,118

824

552

1,036

2,248

809

3,863

2,586

1,207

2,047

3,309

1,204

2,847

■相楽郡合計�

■し尿�

■浄化槽汚泥�

4,627

6,981

3,410
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3,083

5,557

2,013

473
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●Aグループ（受講生：6人、山城町ふるさと案内人の会、笠置町職員）�
～新しい相楽を発見しました～�

・非常にPR不足。歴史的な文化財が郡内に数多くあるのに、あまり知られていない気がします。（郡内の住民も含めて）�
・遠い客を呼ぶだけでなく、郡内の客が来ることができるようなPRにすれば良い。�
・観光客が集まれば、ゴミも増えてきます。環境整備としてゴミ箱などの整備も必要。きれいなトイレも必要。さもなければ、二度と来てもらえない。�
・個人所有の文化財もあるので、所有者にも理解してもらえるような計画づくりも必要。（住民の合意）�
・観光施設のみだけではなく、観光とその土地の特産物など、産業と結びつけられればよい。（体験型の観光）�
・人材育成も大切。活性化させるにはリーダーが必要です。しかしそのリーダーを務めるのも育てるのも非常に難しい。�
・単独のPRだけではなく、他の町の施設や産業と結びつけ、連携してPRすれば、どちらも活性化していく。�
・様々なイベントで郡内のイベントをPRしあうことをすればよい。様々な団体との情報交換も大切。情報交換の場として、この「相楽ふるさ
と塾」も非常に有意義であります。�

●Bグループ（受講生：4人、ふるさと案内・かも、加茂町職員）�
～相楽郡をもっとＰＲしよう～�

・「地域の資源を活かしたまちづくりについて」をテーマにワークショップをしたが、今の相楽郡の資源といえば自然がすばらしいことがいえ
ます。反面、郡内でも新興の部分との差が出てきています。今後の課題は農村と都市型の融和が必要だということ。どのように上手く古きを
残し新しいものを取り込むのかということ。豊かな自然や高い文化を取り入れ、農村と都市の融和・調和の取れた町づくりが必要であるとい
うことですが、町づくりの際の課題に取り込む時に郡単位で考えるとそれぞれの町村での特色が違うため例えば木津川を美しくするというテ
ーマのような郡内で共通した内容で、郡内一つにまとまり解決を図るよう努力をし、一つずつ目標を達していけば良い町づくりに繋がるので
はとの意見がでました。�

●Cグループ（受講生：6人、山城町ふるさと案内人の会、南山城村職員）�
～農村と都市の融和・調和の取れた町づくりが必要～�

最後に、各グループごとに発表会を行いました。 最後に、各グループごとに発表会を行いました。 

・実は魅力のある観光施設であっても、そこの地元の人たちが知らない、ということが非
常に多い。�
・外からの来訪者を増やすためには、まず地元の住民が地元のことを知るために人のネッ
トワークを築いてはどうかという意見が出ました。�
・これら人のネットワークこそが、「地域資源」であって、ワークショップテーマである
「地域の資源を活かしたまちづくり」とは、地域にある施設や建物だけでなく、地元の「人
のネットワーク」こそが「地域資源」であり、地元の方が様々な取り組みをされること
こそが「地域資源を活かした」まちづくりになるのではないでしょうか。�

●Dグループ（受講生：3人、ふるさと案内・かも、精華町職員、相楽郡広域事務組合職員）�
～地元の「人のネットワーク」こそが「地域資源」です～�

　　相楽地域は、近代化の波が押し寄せている西部地域と田舎的な風情をいまだ残している東部地域とに分
かれていますが、ほとんどの塾生の方が今回の視察研修を通じて新しい相楽の発見をされました。（精華
の塾生の方は、笠置はかなり遠い…との意見でした。）�
　　案外、地元のことについては見えない部分が多く、他町村の塾生意見は貴重であり、その中で、どの町
村にも共通する意見として�トイレが少ない�駐車場が少ない�案内板が整備されていない�行政の協力
が得にくい…がありました。�
　　観光ユーザーをもてなすには、必要不可欠な事項だと考えられます。�
　　今回のテーマである「観光資源を活かして、どのように地域を活性させるか」については、町村ごとに
行われるスポット的なイベントを「木津川を中心としたイベントのルート作り」「伊賀街道ルートのイベント作り」「大和街道ルートのイベ
ント作り」等、関連付けしたイベント実施をすれば良いのでは無いでしょうか？�
　　インターネットのポータルサイトのように、1町村を相楽観光の入口として他町村観光に波及する形を取れば良いとの意見がありました。
その手段として、例えば各町村の広報誌・有線テレビ等の媒体を利用し地元はもちろん、他町村の広報をします。各町で実施される「イベン
ト」に「相楽ふるさと塾」のブースを設けて「相楽いいとこマップ」「塾生による相楽説明」等の活動もしていけば良いのではないでしょう
かとの意見もありました。�
　　相楽は観光資源がバラエティにとんだ地域であるので、「整備」、「アピール」を充実していけば今以上に活性化できる地域であります。�

ワークショップ ワークショップ 

「相楽ふるさと塾」�

　「相楽ふるさと塾」は、平成4年度に「ふるさと市町村圏」の指定を受
けたのを機に地域の担い手づくりを目的として、平成6年度から開講して
います。�
　平成18年度は、「観光資源を活かした地域づくり」をテーマに、次の
とおりの内容で開催しました。�

　10月12日（木）に開講しました「相楽ふるさと塾」（第7回）ワークショップの模様をお知らせします。相楽郡内の視察研修をもとに、
「地域の資源を活かしたまちづくりについて」をテーマに各グループに分かれて活発な意見交換が交わされました。�

相楽地区ふるさと市町村圏振興事業�
～こんな取り組みをしています～�

第1回 開講式 7月13日�「相楽会館」�

第6回 地域研究（視察研修） �
9月28日�� 第7回 地域研究�

（視察研修･ワー�
      クショップ）�

7月27日��
「木津町東部交流会館」�

奈良県立大学の 
麻生 憲一氏による講演 

私のしごと館 
（精華・西木津地区）で 
研修 

相楽会館 石仏の道（加茂町）で研修 

元山城町教育長・郷土史研究家 
の中津川 敬朗氏による講演 

株式会社ＪＴＢ西日本広報室長 
の高崎 邦子氏による講演 

ＪＲ西日本 
木津駅 駅長 
堀川 康幸氏に 
よる講演 

第2回 講演� 8月10日�� 8月24日��第3回 講演�
「ふるさとミュージアム山城�
　（京都府立山城郷土資料館）」�

10月26日��
 「相楽会館」�
第8回 講演� 11月9日�  「相楽会館」�第9回 修了式�

大阪市立大学�
大学院の木原 勝彬氏による講演�

第4回 講演�
9月14日� 「相楽会館」�
第5回 講演�

「木津町東部交流会館」�

代表理事による講演 
奈良県立大学の 
麻生 憲一氏に 
よる講演 

10月12日��
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平成17年度末における京都府及び相楽郡の 
汚水処理人口普及率がまとまりました 

平成17年度末における京都府及び相楽郡の 
汚水処理人口普及率がまとまりました 

　農林水産省、国土交通省、環境省(以下、｢三省｣という。）は去る8月末に、平成17年度末における全国の汚水処理人口
普及状況を取りまとめ発表しました。 
　汚水処理人口普及状況の指標は、公共・特環下水道、農業集落排水施設等、浄化槽(合併処理浄化槽)、コミュニティ・プ
ラントの汚水処理施設の普及状況を、人口で表した指標を用いて統一的に表現することについて三省で合意したことに基づ
くものです。 
　これに係る京都府及び相楽郡の汚水処理人口普及率は、以下のとおりです。 

　相楽郡内で発生する生活排水については、下水道に接続
及び合併処理浄化槽が設置されている家庭・事業所では適
正に処理されているが、それ以外のくみ取り便槽及び単独
処理浄化槽が設置されている家庭・事業所ではし尿は適正
に処理されていますが、生活雑排水については未処理のま
ま、各支流の川を経て、最終的には、木津川に放流されて
いる状況であります。 
　し尿及び浄化槽汚泥は当組合が運営する大谷処理場で処
理を行っていますが、相楽の象徴である木津川の水質を守
るためにも下水道供用開始区域内のご家庭の方は、少しで
も早く下水道へ接続していただきますようお願いします。 
　また、くみ取り便槽や単独処理浄化槽をお使いの家庭の
方は、し尿と生活雑排水を一緒に処理することのできる合
併処理浄化槽の設置をお願いします。詳しくは、各町村役
場衛生担当課へおたずねください。 

全　国　計 

京 都 府 計  

汚水処理人口普及率 

80.9％ 

91.4％ 

総　人　口 

127,055 

2,566

汚水処理人口計 

102,815 

2,344

下　水　道 

88,021 

2,233

 

3,521 

43

合併処理浄化槽 

10,926 

68

農業集落排水施設、 
コミュニティプラント等 

資料：農林水産省、環境省 
※合併処理浄化槽：平成13年４月１日より改正浄化槽法が施行され、下水道予定処理区域を除いて、浄化槽を設置する場合には、原則として合併処理浄 
　化槽の設置が義務づけられることとなりました。 

資料：京都府 
（注）１.総人口は、総務省発表の住民基本台帳人口を使用。 
　　  ２.笠置町、南山城村の水洗化と生活排水等の処理については、集落が散在していることなど（地域特性）から下水道整備が困難であるため、合併 
　　　   処理浄化槽による個別処理を基本とするものとし、合併処理浄化槽の普及促進を図っています。 

単位：千人 

単位：人 

汚水処理人口普及率 

58.8 ％ 

87.3 ％ 

85.0 ％ 

23.9 ％ 

62.5 ％ 

90.5 ％ 

49.6 ％ 

82.2 ％ 

総　人　口 

8,983 

39,744 

15,999 

1,943 

5,236 

35,047 

3,568 

110,520

汚水処理人口計 

5,286 

34,713 

13,603 

465 

3,271 

31,718 

1,769 

90,825

下　水　道 

4,370 

32,156 

12,432 

0 

2,480 

31,017 

0 

82,455

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0

合併処理浄化槽 

916 

2,557 

1,171 

465 

791 

701 

1,769 

8,370

農業集落排水施設、 
コミュニティプラント等 
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全国 京都府 相楽郡 山城町 木津町 加茂町 笠置町 和束町 精華町 南山城村 
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